
広報こしがやお知らせ版　令和元年（2019年）5月号 ４

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　H…参加費・入場料　C…持ち物　E…申込み　B…問合せ 掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です

□
５
月
３０
日
〜
６
月
８
日
は
「
埼
玉

　
県
プ
ラ
ご
み
ゼ
ロ
ウ
ィ
ー
ク
」

g
埼
玉
県
プ
ラ
ご
み
ゼ
ロ
ウ
ィ
ー
ク

は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
集
中
的

な
回
収
活
動
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み

問
題
を
考
え
る
期
間
で
す
。
マ
イ
バ

ッ
グ
や
マ
イ
ボ
ト
ル
の
利
用
な
ど
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
を
出
さ
な
い
行
動

を
実
践
し
ま
し
ょ
う　

b
リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ
☎
９
７
６
＝
５
３
７
１

□
平
成
３０
年
度
男
女
共
同
参
画
に
関

　
す
る
苦
情
申
し
出
の
処
理
状
況
を

　
公
表
し
ま
す

　

市
で
は
、
越
谷
市
男
女
共
同
参
画

推
進
条
例
に
基
づ
き
、
男
女
共
同
参

画
を
妨
げ
る
事
案
に
対
す
る
苦
情
が

あ
っ
た
場
合
、
苦
情
処
理
委
員
が
適

切
に
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
苦
情
処
理
委
員
は
、
毎
年
市
長

に
処
理
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
平
成
３０
年
度

の
苦
情
申
し
出
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
過
去
の
苦
情
申
し
出
の
処
理
状

況
等
は
、
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
（
本

庁
舎
２
階
）
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

b
人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課
☎

９
６
３
＝
９
１
１
３

□
納
税
通
知
書
等
に
お
け
る
課
税
年

　
度
の
年
度
表
記
の
読
み
替
え

　

改
元
に
伴
う
元
号
の
年
表
示
は
、

国
の
方
針
で
改
元
後
の
処
分
の
通
知

等
に
「
平
成
」
の
表
示
が
残
る
場
合

で
あ
っ
て
も
有
効
で
あ
る
と
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
納
税
通
知
書
等
の
課
税

年
度
は
、
「
平
成
３１
年
度
」
と
記
載

さ
れ
て
い
て
も
「
令
和
元
年
度
」
へ

読
み
替
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４

４
、
資
産
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４

７
、
収
納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４

２
、
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝

９
１
４
６

□
市
・
県
民
税
の
課
税
（
非
課
税
）

　
証
明
書
の
発
行
開
始
日

　

平
成
３１
年
度
（
３０
年
分
）
の
市
・

県
民
税
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の

発
行
の
開
始
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
す
べ
て
の
税
額
が
給
与
か
ら
の
特

別
徴
収
の
方
…
５
月
１７
日
㈮　

▽
公

的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
の
方
…
６
月

１４
日
㈮　

▽
右
記
以
外
の
方
…
６
月

６
日
㈭

＊
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
発

　

行
は
６
月
１４
日
㈮
か
ら
で
す

　

交
付
開
始
ま
で
は
、
３０
年
度
（
２９

年
分
）
が
最
新
年
度
で
す
。
証
明
書

交
付
を
請
求
す
る
場
合
は
、
何
年
度

の
証
明
書
が
必
要
か
を
提
出
先
等
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
取
り
扱
い
課
所

は
市
民
税
課
、
北
部
・
南
部
出
張

所
、
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
す
。

b
市
民
税
課
（
第
三
庁
舎
３
階
）
☎

９
６
３
＝
９
１
４
４

□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３１
年
度
分
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
納
税
通
知
書
と
納
付

書
を
４
月
２６
日
㈮
に
発
送
い
た
し
ま

し
た
。
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書

と
納
付
書
を
５
月
８
日
㈬
に
発
送
し

ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

も
ご
納
付
い
た
だ
け
ま
す
。
年
税

額
、
納
期
、
各
期
別
納
付
額
を
ご
確

認
の
う
え
、
納
期
内
の
納
税
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
に
は
納

税
通
知
書
の
み
を
お
送
り
し
ま
す
。

期
別
（
月
別
）
納
付
す
る
方
は
そ
れ

ぞ
れ
の
税
目
ご
と
に
各
納
期
の
末
日

（
月
末
日
。
月
末
が
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
の
場
合
は
翌
月
初
め
の
平

日
）
に
、
全
期
（
全
月
）
前
納
す
る

方
は
１
年
分
を
一
括
し
て
年
度
当
初

の
納
期
の
末
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定

の
口
座
か
ら
振
替
納
税
さ
れ
ま
す
。

b
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
に
つ

い
て
…
資
産
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１

４
７
・
９
１
４
８
・
９
１
４
９
、
軽

自
動
車
税
に
つ
い
て
…
市
民
税
課
☎

９
６
３
＝
９
１
４
５

□
市
・
県
民
税
の
特
別
徴
収
税
額
の

　
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３１
年
度
の
市
・
県
民
税
を
給

与
か
ら
差
し
引
き
で
納
め
て
い
た
だ

く
方
の
税
額
通
知
書
を
、
５
月
１７
日

㈮
に
勤
務
先
へ
発
送
す
る
予
定
で

す
。
通
知
書
は
勤
務
先
か
ら
お
受
け

取
り
く
だ
さ
い
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

□
５
月
は
自
動
車
税
の
納
期
で
す

　

納
税
通
知
書
は
、
５
月
７
日
㈫
以

降
に
届
く
予
定
で
す
。
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
ご
利
用

で
き
ま
す
の
で
、
５
月
３１
日
㈮
ま
で

に
ご
納
付
く
だ
さ
い
。
ご
家
庭
の
パ

ソ
コ
ン
な
ど
を
使
っ
て
「
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ

ｏ
！　

公
金
支
払
い
」
を
利
用
し
た

ご
納
付
も
で
き
ま
す
。

b
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０

５
０
＝
３
７
８
６
＝
１
２
２
２

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
５
月
５
日
㈷
・
１９
日
㈰
、
６
月
２

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　

d

収
納
課
（
第
二
庁
舎
３
階
）　

b
収

納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２

□
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
方
法
選

　
択
の
案
内
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３１
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

を
８
月
以
降
新
た
に
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
で
納
付
さ
れ
る
予
定
の
方

に
、
納
付
方
法
選
択
の
案
内
を
お
送

り
し
ま
す
。
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

を
口
座
振
替
に
変
更
す
る
場
合
は
、

５
月
３１
日
㈮
ま
で
に
国
民
健
康
保
険

課
ま
た
は
北
部
・
南
部
出
張
所
で
ご

申
請
く
だ
さ
い
。
期
日
を
過
ぎ
て
申

請
し
た
場
合
は
、
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
の
停
止
時
期
が
１０
月
以
降
と
な

り
ま
す
。
現
在
、
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
で
納
付
さ
れ
て
い
て
、
３１
年
度

も
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
で
納
付
さ

れ
る
予
定
の
方
は
、
３０
年
度
の
国
民

健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
に
金
額
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。　

c
保
険
証
、
振
替
口
座

の
通
帳
と
届
出
印
（
新
た
に
口
座
振

替
を
お
申
し
込
み
の
方
の
み
）　

b

国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
税
の
仮
徴
収
額
変

　
更
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

g
平
成
３１
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

を
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
で
納
付
さ

れ
る
予
定
だ
っ
た
方
の
う
ち
、
徴
収

方
法
を
変
更
さ
れ
た
方
に
、
仮
徴
収

額
変
更
通
知
書
を
５
月
１６
日
㈭
に
発

送
し
ま
す
。
該
当
の
方
は
、
７
月
か

ら
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
で
の
納

付
と
な
り
ま
す　

b
国
民
健
康
保
険

課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
加
入
・
喪
失
の
手

　
続
き
は
お
済
み
で
す
か

▽
加
入
手
続
き
…
f
勤
務
先
の
健
康

保
険
な
ど
を
喪
失
し
た
後
、
別
の
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
方　

c

健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
ま
た
は

退
職
証
明
書
・
離
職
票
な
ど
健
康
保

険
を
喪
失
し
た
日
付
が
確
認
で
き
る

書
類
、
印
鑑
、
本
人
確
認
で
き
る
証

明
書
等
、
年
金
手
帳
（
２０
歳
〜
５９
歳

で
、
国
民
年
金
の
手
続
き
が
必
要
な

方
の
み
）　

▽
喪
失
手
続
き
…
f
国

民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た
が
新

た
に
別
の
保
険
に
加
入
し
た
方　

c

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
、
新
た
に

加
入
し
た
健
康
保
険
の
保
険
証
（
変

更
し
た
人
数
分
）
、
印
鑑

e
直
接
国
民
健
康
保
険
課
、
北
部
・

南
部
出
張
所
へ
。
同
住
所
・
世
帯
の

ご
家
族
以
外
の
方
が
手
続
き
を
行
う

場
合
は
、
原
則
と
し
て
委
任
状
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
課

で
手
続
き
を
行
う
場
合
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー

ド
）
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
が
必
要
で

す　

b
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁

舎
１
階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

　

「
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

る
条
例
」
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

次
の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

▽
均
等
割
額
の
軽
減…

被
用
者
保

険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険

者
に
対
す
る
軽
減
が
表
１
の
と
お

り
、
均
等
割
額
９
割
軽
減
ま
た
は

８
・
５
割
軽
減
に
該
当
す
る
被
保

険
者
に
対
す
る
軽
減
が
表
２
の
と

お
り
、
所
得
の
少
な
い
被
保
険
者

に
対
す
る
軽
減
判
定
の
基
準
所
得

額
が
表
３
の
と
お
り
変
わ
り
ま

す
。
同
一
世
帯
内
の
世
帯
主
お
よ

び
被
保
険
者
の
前
年
中
の
所
得
申

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
所

得
の
申
告
を
済
ま
せ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、
軽
減
判
定
は

自
動
で
行
い
、
軽
減
該
当
の
被
保

険
者
に
つ
い
て
は
、
軽
減
後
の
保

険
料
額
が
通
知
さ
れ
ま
す

b
国
民
健
康
保
険
課
後
期
高
齢
者

医
療
担
当
☎
９
６
３
＝
９
１
７
０

越谷市空家等対策計画に関する
説明会を開催します
越谷市空家等対策計画に関する
説明会を開催します 平成30年度

5割

令和元年度（2019年度）
資格取得後2年間は5割
＊その後は軽減なし

均等割額
軽減割合

表1

表3

5割軽減
2割軽減

33万円＋（27.5万円×世帯の被保険者数）以下
33万円＋（50万円×世帯の被保険者数）以下

33万円以下

平成30年度
世帯主および同一世帯内の被保険者の
前年中の総所得金額等の合計額

軽減後の
均等割額

6,250円/年

4,170円/年

20,850円/年

33,360円/年

8.5割軽減の対象となる世帯のうち、
同一世帯内の被保険者全員が

年金収入80万円以下（他の各種所得なし）

均等割額
軽減割合

8.5割軽減

9割軽減

5割軽減

2割軽減

33万円＋（28万円×世帯の被保険者数）以下

33万円＋（51万円×世帯の被保険者数）以下

変更なし 6,250円/年

8,340円/年

20,850円/年

33,360円/年

変更なし

8.5割軽減

8割軽減（※）

9割軽減該当者

8.5割軽減該当者

平成30年度 令和元年度
(2019年度)

令和2年度
(2020年度)

令和3年度
(2021年度)

9割

8.5割

8割

8.5割

7割

7.75割

7割

7割

表2

＊9割軽減の対象であった方については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強
化といった支援策の対象となります（ただし、住民税課税者が同居している場合は対象となり
ません。年金生活者支援給付金の支給額は納付実績等に応じて異なります）

＊（※）…介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給と合わせて軽減特例の見直し
が行われています

均等割額
軽減割合

令和元年度(2019年度)
世帯主および同一世帯内の被保険者の
前年中の総所得金額等の合計額

軽減後の
均等割額

均等割額
軽減割合

　市では、３月に越谷市空家等対策計画を策
定しました。この計画に基づき、今後は多岐
にわたる空き家等の問題に取り組み、より安
全で安心なまちづくりを推進するため、地域
における現状と本計画に基づく空き家等の対
策について説明会を開催します。
〈日時・会場〉　下表のとおり
〈内容〉　 ▽本市における空き家等の現状と課
題について　 ▽空き家等対策計画について
　 ▽今後の取り組みについて

＊時間は１時間程度。居住地区以外も参加できます
B建築住宅課☎９６３－９２３５

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

日時 開始時間 地区／会場
5/10（金）
5/14（火）
5/17（金）
5/21（火）
5/22（水）
5/23（木）
5/28（火）
5/29（水）
5/30（木）
6/ 3 （月）
6/ 5 （水）
6/12（水）
6/17（月）

大袋
増林
越ヶ谷
南越谷
新方
大相模
川柳
北越谷
桜井
荻島
出羽
大沢
蒲生

午後7時

午後7時

午後7時30分

大袋地区センター
増林地区センター
中央市民会館

南越谷地区センター
新方地区センター
大相模地区センター
川柳地区センター
北越谷地区センター
桜井地区センター
荻島地区センター
出羽地区センター
大沢地区センター
蒲生地区センター

〈
対
象
〉
昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以
前

に
建
築
さ
れ
た
建
物
で
、
次
の
①
ま

た
は
②
に
該
当
す
る
も
の
。
①
２
階

以
下
の
木
造
一
戸
建
て
住
宅　

②
３

階
以
上
で
延
べ
面
積
１
０
０
０
平
方

㍍
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

＊
そ
の
他
条
件
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
下
記
へ

〈
助
成
額
〉　
▽
耐
震
診
断…

耐
震

診
断
に
要
し
た
費
用
の
３
分
の
２
に

相
当
す
る
額
（
①
は
１
戸
に
つ
き
５

万
円
以
内
、
②
の
予
備
診
断
は
１０
万

円
以
内
・
本
診
断
は
９０
万
円
以
内
）

▽
耐
震
改
修…

耐
震
改
修
に
要
し
た

費
用
の
２３
％
に
相
当
す
る
額
（
①
の

み
。
１
戸
に
つ
き
４０
万
円
以
内
）　

▽
簡
易
耐
震
改
修…

耐
震
シ
ェ
ル
タ

ー
ま
た
は
防
災
ベ
ッ
ド
の
設
置
に
要

し
た
費
用
の
２３
％
に
相
当
す
る
額

（
①
の
み
。
１
戸
に
つ
き
２０
万
円
以

内
）

〈
申
込
み
〉　
５
月
１３
日
㈪
か
ら
。

予
算
が
無
く
な
り
し
だ
い
終
了

＊
木
造
住
宅
の
無
料
簡
易
耐
震
診
断

　

（
建
築
年
問
わ
ず
）
を
随
時
受

　

付
中
。
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
・
耐
震

　

相
談
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
相
談
な

　

ど
も
実
施
（
１５
面
参
照
）

b
建
築
住
宅
課
（
本
庁
舎
３
階
）
☎

９
６
３
＝
９
２
３
５

住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す

g
▽
一
般
住
宅…

弥
十
郎
住
宅
２

Ｋ
（
単
身
世
帯
可
）
１
戸
、
川
柳

町
中
層
住
宅
２
Ｋ
（
単
身
世
帯

可
）
１
戸
、
川
柳
町
中
層
住
宅
２

Ｋ
（
２
人
以
上
世
帯
）
１
戸
、
七

左
町
中
層
住
宅
３
Ｄ
Ｋ
（
３
人
以

上
世
帯
）
２
戸　

▽
子
育
て
支
援

住
宅
・
特
殊
住
宅
（
事
故
あ
り
）

…

七
左
町
中
層
住
宅
３
Ｄ
Ｋ
（
３

人
以
上
世
帯
）
１
戸　

▽
車
い
す

常
用
者
用
住
宅…

西
大
袋
中
層
住

宅
１
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
単
身
世
帯
可
）
１

戸　

f
次
の
①
〜
⑤
の
す
べ
て
に

該
当
す
る
方
。
①
受
け
付
け
日
の

前
日
ま
で
に
１
年
以
上
市
内
に
在

住　

②
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う

と
す
る
親
族
等
が
い
る
（
単
身
入

居
資
格
の
あ
る
方
は
除
く
）　

③

現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る　

④
入
居
し
よ
う

と
す
る
世
帯
全
員
の
合
計
所
得
が

月
額
１５
万
８
０
０
０
円
以
下
（
裁

量
世
帯
は
月
額
２１
万
４
０
０
０
円

以
下
）　

⑤
暴
力
団
員
で
な
い

＊
一
般
住
宅
以
外
の
住
宅
は
別
途

　

応
募
資
格
が
あ
り
ま
す　

e
６
月
１
日
㈯
〜
２１
日
㈮
（
消
印

有
効
）
に
、
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
郵
送
で
埼
玉
県

住
宅
供
給
公
社
へ
。
募
集
案
内
は

６
月
１
日
㈯
か
ら
市
役
所
総
合
受

付
、
建
築
住
宅
課
（
本
庁
舎
３

階
）
、
北
部
・
南
部
出
張
所
、
各

地
区
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
ま
す　

b
埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社
（
〠
３３０

＝
８
５
１
６
さ
い
た
ま
市
浦
和
区

仲
町
３
の
１２
の
１０
）
☎
０
４
８
＝

８
２
９
＝
２
８
７
３
（
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分
）

市
営
住
宅

入
居
者
を

募
集
し
ま
す

□
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア

　
ラ
ー
ト
）
の
全
国
一
斉
情
報
伝
達

　
訓
練

a
５
月
１５
日
㈬
、
午
前
１１
時
か
ら　

g
放
送
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト

で
す
」
（
３
回
）
、
「
こ
ち
ら
は
、

防
災
こ
し
が
や
で
す
」　

b
危
機
管

理
課
☎
９
６
３
＝
９
２
８
５

□
防
災
行
政
無
線
の
試
験
放
送

a
５
月
７
日
㈫
〜
１３
日
㈪
（
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
）
、
午
前
８
時
３０
分

〜
午
後
５
時　

g
放
送
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。
「
こ
ち
ら
は
防
災
こ

し
が
や
で
す
。
た
だ
今
か
ら
試
験
放

送
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
で
試
験
放
送

を
終
わ
り
ま
す
」　

b
危
機
管
理
課

☎
９
６
３
＝
９
２
８
５

□
９
月
の
日
曜
日
分
の
野
球
場
貸
し

　
出
し
（
抽
選
）
希
望
者
の
申
し
込

　
み
を
受
け
付
け
ま
す

f
「
ま
ん
ま
る
よ
や
く
」
に
登
録
し

て
い
る
市
内
の
チ
ー
ム
（
登
録
は
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課
へ
）　

e
６
月
１
日

㈯
〜
６
日
㈭
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
電
子
申
請
で
申
し
込
み
。
詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い　

b
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
☎
９
６
３

＝
９
２
８
４

□
北
部
副
次
核
形
成
地
区
（
第
４

　
期
）
都
市
再
生
整
備
計
画
を
作
成

g
第
３
期
（
平
成
２６
年
度
〜
３０
年

度
）
の
事
後
評
価
お
よ
び
第
４
期

（
３１
年
度
（
２
０
１
９
年
度
）
〜
令

和
５
年
度
（
２
０
２
３
年
度
）
）
の

新
規
計
画
を
作
成
し
ま
し
た
。
詳
し

く
は
左
記
へ
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す　

b
市
街

地
整
備
課
（
本
庁
舎
３
階
）
☎
９
６

３
＝
９
２
３
１

□
西
大
袋
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事

　
業
計
画
を
変
更
（
第
８
回
変
更
）

g
事
業
施
行
期
間
の
変
更
お
よ
び
資

金
計
画
の
変
更
を
行
い
ま
し
た
。
詳

し
く
は
左
記
へ
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す　

b
市

街
地
整
備
課
（
本
庁
舎
３
階
）
☎
９

６
３
＝
９
２
３
１

□
新
越
谷
ヴ
ァ
リ
エ
内
に
ブ
ッ
ク
ポ

　
ス
ト
を
設
置
し
ま
し
た

　

市
立
図
書
館
や
北
部
・
南
部
・
中

央
図
書
室
、
移
動
図
書
館
で
借
り
た

図
書
・
雑
誌
を
返
却
で
き
る
専
用
の

ポ
ス
ト
を
新
越
谷
ヴ
ァ
リ
エ
南
館
３

階
に
設
置
し
ま
し
た
。

a
午
前
１０
時
〜
午
後
１１
時
（
新
越
谷

ヴ
ァ
リ
エ
の
営
業
に
準
ず
る
。
新
越

谷
ヴ
ァ
リ
エ
の
休
館
日
、
１２
月
２８
日

〜
１
月
４
日
は
除
く
）　

b
市
立
図

書
館
☎
９
６
５
＝
２
６
５
５

□
５
月
〜
６
月
は
「
不
正
大
麻
・
け

　
し
撲
滅
運
動
」
期
間

g
大
麻
は
法
律
で
栽
培
や
所
持
等
が

禁
止
さ
れ
て
お
り
、
け
し
に
は
法
律

で
栽
培
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
種
類
が

あ
り
ま
す
。
疑
わ
し
い
も
の
を
発
見

し
た
際
は
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　

b
埼
玉
県
春
日
部
保
健
所
☎
０
４

８
＝
７
３
７
＝
２
１
３
３

□
農
家
の
方
へ　
農
地
の
賃
借
料
を

　
公
表
し
ま
す

　

市
内
の
農
地
の
実
勢
賃
借
料
を
公

表
し
ま
す
。
平
成
３０

年
１
月
〜
１２
月
に
締

結
（
公
告
）
さ
れ
た

賃
貸
借
に
お
け
る
賃

借
料
水
準
（
１０
㌃
当

た
り
）
は
、
下
表
の

と
お
り
で
す
。
農
地

の
貸
し
借
り
の
目
安

に
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

b
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
９
６
３
＝

９
２
７
９

お
知
ら
せ

越谷市全域
田（水稲）
畑（普通畑）

6,400円
7,100円

6,400円
20,000円

6,400円
5,000円

平 均 額 最 高 額 最 低 額

平成31年4月1日公表

５
面
へ
続
く


